
【 資料第 2 号  】 

                                  企画政策部財政課 

 

文京区基金条例の一部を改正する条例 
 

○ 改正内容 

 

子ども宅食プロジェクト事業の運営を目的とした「子ども宅食プロジェクト基金」を設置する。 

 

 

○ 新旧対照表 

 

新 旧 

 

別表（第二条関係） 

 

 

別表（第二条関係） 

 目的 名称   目的 名称  

 
奨学資金 奨学資金の貸付基金   奨学資金 奨学資金の貸付基金  

 
教育研究の奨励 教育研究奨励基金   教育研究の奨励 教育研究奨励基金  

 
学校の施設建設及び整備 学校施設建設整備基金   学校の施設建設及び整備 学校施設建設整備基金  

 
住宅確保のための助成 住宅対策基金   住宅確保のための助成 住宅対策基金  

 
国際交流の促進 国際交流基金   国際交流の促進 国際交流基金  

 
地域福祉施策の推進 地域福祉基金   地域福祉施策の推進 地域福祉基金  

 区民施設等（学校施設を除く。）

の建設及び整備 
区民施設整備基金   

区民施設等（学校施設を除く。）

の建設及び整備 
区民施設整備基金  

 
森鷗外顕彰事業の運営 森鷗外基金   森鷗外顕彰事業の運営 森鷗外基金  

 
石川啄木顕彰事業の運営 石川啄木基金   石川啄木顕彰事業の運営 石川啄木基金  

 
樋口一葉顕彰事業の運営 樋口一葉基金   樋口一葉顕彰事業の運営 樋口一葉基金  

 
子ども宅食プロジェクト事

業の運営 

子ども宅食プロジェク

ト基金 
 

 

 

 


